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く
ら
し
の
掲
示
板

　夕暮れ時や夜間に外出する時は、ドライバーに自分の存
在をいち早く気付かせるため、明るい色の服装を着用する
とともに、反射材を利用しましょう。
　ドライバーのみなさんは、歩行者や自転車利用者などの
発見を早め、車の存在を早く知らせ、事故の防止に努めま
しょう。

夕暮れ時の交通事故に注意！

区　分 発生件数 死　　 者 傷　　 者

県　下 730（+83） 9（+2） 873（+124）

大崎町 6（ -2） 0（0） 9（+1）

交通事故状況
（  　）内は対前年比

平成25年1月末現在

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

の
実
施
に
つ
い
て

 

平
成
25
年
度
労
働
監
督
官
採
用
試
験
を

実
施
し
ま
す
。
要
領
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
一
次
試
験
日
】

　

平
成
25
年
６
月
９
日
（
日
）

【
受
験
資
格
】

　

昭
和
58
年
４
月
２
日
～
平
成
４
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
者

　

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
26

　

年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見

　

込
み
の
者

　

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等

　

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

【
試
験
の
程
度
】

　

大
学
卒
業
程
度

【
試
験
区
分
】

　

労
働
基
準
監
督
A
（
法
文
系
）

　

労
働
基
準
監
督
B
（
理
工
系
）

【
受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
の
配
布
】

　

鹿
児
島
労
働
総
務
部
総
務
課
人
事
係

り
及
び
県
下
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い

て
、
受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
を
配

布
し
ま
す
。

　

郵
送
又
は
持
参
の
受
付
期
間
は
、
平

成
25
年
４
月
１
日
（
月
）
～
４
月
２
日

（
火
）
で
す
。

鹿
児
島
労
働
局
総
務
部
総
務
課
人
事
係

鹿
児
島
市
山
下
町
13
︲
21

鹿
児
島
合
同
庁
舎
２
階

☎
0
9
9
︲
２
２
３
︲
８
２
７
５

問 お知らせ

平
成
25
年
度
国
家
公
務
員
採

用
試
験
に
つ
い
て

お知らせ
　

平
成
25
年
度
各
種
国
家
公
務
員
採
用

試
験
を
実
施
し
ま
す
。
要
領
は
次
の
と

お
り
で
す
。

●
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
（
院

卒
者
試
験
・
大
卒
程
度
試
験
）

【
受
付
期
間
】

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

４
月
１
日
（
月
）
～
４
月
８
日
（
月
）

◎
郵
送
又
は
持
参

　

４
月
１
日
（
月
）、
４
月
２
日
（
火
）

【
第
１
次
試
験
日
】　

４
月
28
日
（
日
）

●
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職
試
験
（
大

卒
程
度
試
験
）

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

４
月
９
日
（
火
）
～
４
月
18
日
（
木
）

◎
郵
送
又
は
持
参

　

４
月
９
日
（
火
）、
４
月
10
日
（
水
）

【
第
１
次
試
験
日
】　

６
月
16
日
（
日
）

●
皇
宮
護
衛
官
採
用
試
験
（
大
卒
程
度

試
験
）

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

４
月
１
日
（
月
）
～
４
月
11
日
（
木
）

◎
郵
送
又
は
持
参

　

４
月
１
日
（
月
）、
４
月
２
日
（
火
）

【
第
１
次
試
験
日
】　

６
月
９
日
（
日
）

●
財
務
専
門
官
採
用
試
験

●
国
税
専
門
官
採
用
試
験

●
食
品
衛
生
監
視
員
採
用
試
験

●
労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

●
航
空
管
制
官
採
用
試
験

●
法
務
省
専
門
職
員
（
人
間
科
学
）
採

用
試
験

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

４
月
１
日
（
月
）
～
４
月
11
日
（
木
）

◎
郵
送
又
は
持
参

　

４
月
１
日
（
月
）、
４
月
２
日
（
火
）

【
第
１
次
試
験
日
】　

６
月
９
日
（
日
）

＊
受
験
資
格
は
、
試
験
ご
と
に
異
な
り

ま
す
の
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す

る
か
、
人
事
院
九
州
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
受
験
申
込
方
法
に
つ
い
て

　

受
験
申
込
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
が

で
き
な
い
環
境
に
あ
る
場
合
は
、
以
下

の
期
間
に
人
事
院
九
州
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
（
院
卒

者
試
験
・
大
卒
程
度
試
験
）

　

平
成
25
年
３
月
11
日
（
月
）

　
　
　
　
　

～
３
月
29
日
（
金
）
ま
で

・
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職
試
験
（
大
卒

程
度
試
験
）

　

平
成
25
年
３
月
21
日
（
木
）

　
　
　
　

～
４
月
８
日
（
月
）
ま
で　

（
い
ず
れ
も
土
日
祝
を
除
く
９
時
30
分
～

17
時
）

人
事
院
九
州
事
務
局
第
二
課
試
験
係

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
２
︲
11
︲
1

☎
０
９
２
︲
４
３
１
︲
７
７
３
３

問

中
小
企
業
円
滑
化
法
の
期
限

到
来
後
の
検
査
・
監
督
方
針

お知らせ
　

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
期
限
到

来
（
本
年
３
月
末
）
後
の
検
査
・
監
督
の

方
針
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

【
金
融
機
関
の
役
割
】

・
金
融
機
関
が
、
貸
付
条
件
の
変
更
等
や

円
滑
な
資
金
供
給
に
努
め
る
べ
き
と
い

う
こ
と
は
、
円
滑
化
法
の
期
限
到
来
後
に

お
い
て
も
何
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。

【
検
査
・
監
督
の
対
応
】

・
金
融
検
査
・
監
督
の
目
線
や
ス
タ
ン
ス

は
、
円
滑
化
法
の
期
限
到
来
後
も
、
こ
れ

ま
で
と
何
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。

・
円
滑
化
法
の
期
限
到
来
後
も
不
良
債
権

の
定
義
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

（
貸
付
条
件
の
変
更
等
を
行
っ
て
も
不
良

債
権
と
な
ら
な
い
た
め
の
要
件
は
恒
久

措
置
で
す
。）

【
借
り
手
の
課
題
解
決
】

・
借
り
手
が
抱
え
る
経
営
課
題
の
解
決
に

は
相
応
の
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
り
、 

本
年
３
月
末
ま
で
に
、
何
ら
か
の
最
終
的

な
解
決
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
金
融
機
関
に
対
し
て
、
借
り
手
の
経
営

課
題
に
応
じ
た
最
適
な
解
決
策
を
、
借

り
手
の
立
場
に
立
っ
て
提
案
し
、
十
分
な

時
間
を
か
け
て
実
行
支
援
す
る
よ
う
促

し
ま
す
。

九
州
財
務
局
鹿
児
島
財
務
事
務
所
理
財
課

☎
0
9
9
︲
2
2
6
︲
6
1
5
5

問




